異業種交流グループ等新製品・新技術開発支援事業補助金手続案内
１　事業内容及び申請要件

	■事業内容

「ものづくりのまち・八尾」のブランド化を推進するような新製品や新技術の研究開発を行う事業に要する経費の一部を助成します。

■申請要件

●製造業事業者で組織する協同組合、研究会、グループ等でその構成員のうち２分の１以上が八尾市内に主たる事業所または支店等を有すること。
●同じ事業で国・府などの公的補助を受けていないこと。
●大企業が実質的に経営に参画していないこと。
　新製品・新技術の開発に直接必要な経費の一部を助成するための制度であり､単に設備を導入するための助成制度ではありません。




２　助成金限度額　　　１００万円

３　助成率　　　　　　助成対象と認められる経費の２分の１以内
４　助成対象期間

平成２３年４月１日から平成２４年３月９日まで

申請企業が平成２４年３月９日までに事業が完了しない場合、助成金は交付されません
５　助成対象経費

　下記の経費区分に該当し、研究開発に必要最小限のもの
	経費区分
	内　　　　　　　　　　　　　　　　　容

	謝金等
	・専門家等の招へい等に係る謝金、旅費、原稿料等

	委託経費
	・各種調査委託経費

・設計料、外注加工費及び依頼試験等委託経費

・デサイン開発、販路戦略等に関する委託経費

	原材料費
	・補助事業に要する原材料及び副資材費

	機械工具費
	・型、器具及び道具類購入経費（機械装置の購入経費を除く。）

・機械装置等のレンタル及びリース料（補助対象期間分の対象）

	施設等使用料
	・会場使用料

・実験棟、貸し研究室の使用料

・試験機械等の使用料

	広告宣伝費
	・カタログ、パンフレット等製作費

・展示会等出品経費
・広告掲載料



	工業所有権導入経費
	・特許、実用新案等の調査、申請に要する経費

・特許、実用新案等を他の事業者等から譲渡又は実施許諾を受けた場合の経費

	旅費
	・補助事業に直接的に従事する者の視察等に要する経費

	事務費
	・資料作成・購入費、消耗品費及び通信運搬費等

・その他の事務的経費（食糧費を除く。）

	その他
	・その他市長が必要と認める経費


※消費税は除くものとする。

６　助成対象外となる経費の例

（1）前記　「５助成対象経費」に記載のないもの

（2）契約から支払までの一連の手続きが助成対象期間内（　平成２３年４月１日から２４年３月９日まで　）に行われていない場合

（3）助成対象期間の始期以前に研究開発が完了している場合

（4）助成事業に関係のない物品の購入、業務委託等(完了時点で未使用の購入原材料等を含む)

※新製品・新技術の開発に必要な経費の一部を助成するための制度であり、単に設備を導入するための助成制度ではありません

（5）見積書、契約書、仕様書、納品書、請求書、振込控、領収書等の帳票類が不備の場合

（6）補助金交付申請書に記載されていないものを購入、支払った場合

（7）通常業務・取引と混合して支払いが行われている場合

（8）他の取引と相殺して支払いが行われている場合

（9）現金、カード、他社発行の手形や小切手、クレジットカード等により支払いが行われている場合（原則は振込払い、例外は次頁に記載）
（10）量産用経費の場合

（11）親会社、子会社、グループ企業等関連会社（資本関係のある会社、役員を兼任している会社等）との取引の場合

（12）間接経費（消費税、振込手数料、運送料、交通費（補助事業に直接的に従事する者の視察等に要する経費は除く）、通信費、光熱費、収入印紙代等）の場合

（13）割賦・リースについて、補助対象期間外の期間に係る経費の場合

（14）購入先が、ポイントカード等によるポイントが発生する場合

（15）機械装置の購入の場合
（16）研究開発委託費において委託先の資産となるもの

· その他、内容によっては対象外となるものもありますのでご確認ください

７　申請に関する注意事項

(1) 提出された書類はお返ししません。

(2) 提出していただいた書類に基づき、書類審査を行います。書類審査に合格された申請者に対して、後日に審査会による審査を行います。
（3）審査内容は①資格審査②技術審査（新規性・優秀性・独創性・実現性・妥当性など）です。

①審査の途中経過に関するお問い合わせには一切応じかねますのであらかじめご了承ください。

②必要により現地調査を行うことがあります。

③審査の結果不採択となることもあります。

④審査の結果は審査会終了後に通知します。

⑤助成金申請額と助成金交付予定額が異なる場合があります。
⑥採択の際に通知する交付予定額は、助成交付金の上限を示すものであり、事業完了後に助成金の額が確定します（交付予定額から減額されることがあります）。

８　助成対象者に採択された後の注意事項
（1）支払いの確認

遂行状況報告・実績報告において、見積書・契約書（注文書・注文請書）・仕様書・納品書・請求書・振込控え・領収書・通帳・勘定元帳・成果品の写真・購入品のカタログ・保証書・図面・報告書等を確認しますので、整備・保管が必要となります。

（2）経費の支払方法

助成事業に係る経費の支払いは、金融機関・郵便局からの振込払いを原則とします。但し、以下については例外を認める場合があります。

＝手形・小切手による支払いが例外的に可能な条件＝

①　自社発行であること

②　平成２４年３月９日までに決済の確認が可能であること
③　当座勘定照合表で確認可能なこと

９　助成事業終了後の注意事項

（1) 関係書類の保存

助成事業に係る関係書類及び帳簿類は５年間保存しなければなりません。

（3）財産の保存

原則として、一定の期間は、助成事業により取得した財産（試作品、機械、装置等）の処分はできません。
(4) 助成事業の公開

助成事業を受けられた方は、企業名、代表者名、所在地、電話番号、設立年、資本金、業種、従業員数、交付年度、事業名、テーマ名、助成金額を公開します。
１０　助成事業の取り消し・返還

以下のいずれかに該当した場合は、助成金交付決定の全部または一部を取り消すことがあります。助成金交付決定を取り消した場合において、既に助成事業者に助成金が交付されているときは、期限を定めて助成金を返還していただきます。また、刑事罰が適用される場合もあるので、十分注意してください。

(1)偽りその他不正の手段により助成金の交付を受けたとき、または受けようとしたとき

(2)助成金を他の用途に使用したとき、または使用しようとしたとき

(3)その他助成金の交付決定の内容またはこれに付した条件その他法令もしくは助成金交付決定

に基づく命令に違反したとき
